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75
歳
以
上（
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
方
は
65
歳
以
上
）の
方
が

加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
の
納
付
方
法
に
は
、

年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴

収
と
納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ

り
納
め
る
普
通
徴
収
の
２
つ
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
年
金
天
引
き
の

特
別
徴
収
に
つ
い
て
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

《
変
更
可
能
な
要
件
》

①
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
を

確
実
に
納
付
し
て
い
た
方（
本

人
）が
、
口
座
振
替
に
よ
り
納
付

す
る
場
合

②
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未

満
の
方
の
保
険
料
を
、
そ
の
方

の
配
偶
者
、
ま
た
は
本
人
以
外

の
世
帯
主
が
口
座
振
替
に
よ
り

納
付
す
る
場
合

※
税
申
告
の
際
、
世
帯
主
、
ま

た
は
配
偶
者
が
口
座
振
替
で
納

め
た
場
合
、
保
険
料
を
納
め
た

方
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
②

の
場
合
）

※
年
金
天
引
に
よ
り
納
付
し
た

保
険
料
は
、
年
金
受
給
者
本
人

だ
け
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
で
き
ま
す
。

※
現
在
、
国
で
は
要
件
の
見
直

し
を
検
討
中
の
た
め
、
今
回
お

知
ら
せ
し
た
内
容
が
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
後
期
高
齢
者（
長
寿
）医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

保
険
料
の
納
付
方
法

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

変更の手続きは
次のように行います
①納付方法が
　口座振替に変更可能かを確認
　納付方法の変更には要件がありますので、
まずは保険医療課にお問い合わせください。
※現在、国が要件の見直しを検討中です。

②金融機関で口座振替の申込み
　①で納付方法が変更可能であることを確認
後、口座をお持ちの金融機関で後期高齢者
医療保険料の口座振替を申し込み、「口座振
替依頼者用控（青い紙）」を受領してください。

③市役所窓口で届出
　②で受領した「口座振替依頼者用控」と
「後期高齢者医療被保険者証」を市役所窓
口に提示し、「納付方法変更申出書」に記入
提出してください。
※年金天引からの納付方法の変更には、必ず①から
　③までの手続きが必要となります。
※③の手続きの時期により、年金天引停止の時期が
　異なります（約3ヶ月後の年金から天引が停止する
　ことになります）。

社会保険等の扶養家族であった方は保険料の確認を
　後期高齢者医療制度に加入するまで、ご家族の社会保険などの健康保
険の被扶養者であった方は、平成20年度の後期高齢者医療の保険料が
年間1,900円に減額されています。社会保険などの扶養であった方で、
年間保険料が1,900円でない方は保険医療課までお知らせください。
※国民健康保険の家族であった方は、減額対象となりません。
※対象者の確認は、加入前の保険者から提供される情報により判定してい
　ます。

　

市
で
は
こ
の
ほ
ど「
ふ
る
さ

と
納
税
」
を
Ｐ
Ｒ
す
る
シ
ー
ル

を
作
成
し
ま
し
た
。
シ
ー
ル

に
は『
ふ
る
さ
と
納
税
で
飛
驒

高
山
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
』

と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
記
さ
れ
、

古
い
町
並
や
千せ

ん

町ち
ょ
う

牧
場
な
ど

６
種
類
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

無
料
配
布
し
て
い
ま
す
の

で
、
遠
方
の
親
せ
き
、
友
人
・

知
人
へ
の
声
か
け
な
ど
Ｐ
Ｒ
を

お
願
い
し
ま
す
。

配
置
場
所

・
本
庁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

・
支
所
地
域
振
興
課

ふるさと納税のふるさと納税の
ＰＲシール作成ＰＲシール作成
年賀状や名刺などにご活用ください


